
 東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。     

  平成２６年５月２３日 

東山区選挙管理委員会委員長 寺本 隆   

東山区選挙管理委員会規程第１号 

   東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 東山区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 

 第２７条の次に次の１条を加える。 

第２８条 公印の保管，使用等に関しては，法令その他に別段の定めのある場合のほか，

京都市の例による。 

   附 則 

 この規程は，公布の日から施行する。 

（東山区選挙管理委員会事務局） 


